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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられる第一の取付部材と、振動伝達系を構
成する他方の部材に取り付けられる第二の取付部材が離隔配置されており、これら第一の
取付部材と第二の取付部材が本体ゴム弾性体によって連結された構造の防振装置において
、
　筒状ハウジングの一方の開口部が弾性ゴム壁で閉塞されると共に、該筒状ハウジングの
他方の開口部が可撓性膜で閉塞されて、それら弾性ゴム壁と可撓性膜の対向面間に非圧縮
性流体が封入された流体室が形成されており、該流体室内に配設されて該流体室を二分す
る仕切部材が該筒状ハウジングで支持されて、該仕切部材を挟んだ一方の側に壁部の一部
が該弾性ゴム壁で構成された主液室が形成されていると共に、該仕切部材を挟んだ他方の
側に壁部の一部が該可撓性膜で構成された副液室が形成されて、それら主液室と副液室が
オリフィス通路で相互に連通せしめられた構造の液封ユニットを備えており、
　該液封ユニットの該筒状ハウジングが前記第一の取付部材と前記第二の取付部材の何れ
か一方の固定部材に対して固着されている一方、該液封ユニットの該弾性ゴム壁が該第一
の取付部材と該第二の取付部材の何れか他方の当接部材に対向位置せしめられていると共
に、該当接部材と該弾性ゴム壁との対向部間には、これら当接部材と弾性ゴム壁とは非接
着で別体形成された硬質のピストン部材が該当接部材と該弾性ゴム壁の対向方向で該当接
部材に対して変位可能に配設されており、該第一の取付部材と該第二の取付部材の間への
振動入力時に該液封ユニットの該弾性ゴム壁が該ピストン部材を介して該当接部材に押圧
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されて弾性変形せしめられることにより該主液室に圧力変動が及ぼされるようになってい
ることを特徴とする防振装置。
【請求項２】
　前記第一の取付部材がインナ軸部材によって構成されている一方、前記第二の取付部材
が該インナ軸部材の外周側に離隔配置されたアウタ筒部材によって構成されており、該ア
ウタ筒部材の周上に形成された開口窓に対して前記液封ユニットの前記筒状ハウジングが
嵌着固定されて、該液封ユニットの前記弾性ゴム壁が前記ピストン部材を介して該インナ
軸部材に当接されるようになっており、該インナ軸部材と該アウタ筒部材の間への軸直角
方向の振動入力時に該液封ユニットの該弾性ゴム壁が該ピストン部材を介して該インナ軸
部材で押圧されて弾性変形せしめられることにより前記主液室に圧力変動が及ぼされるよ
うになっている請求項１に記載の防振装置。
【請求項３】
　前記ピストン部材が、平板形状を有するプレート部と、該プレート部の外周縁部に設け
られた当接突起を有しており、該当接突起が前記弾性ゴム壁に当接せしめられるようにな
っている請求項１又は２に記載の防振装置。
【請求項４】
　前記プレート部が金属プレートで形成されており、前記当接突起が該プレート部に加硫
接着されているゴム突起で形成されている請求項３に記載の防振装置。
【請求項５】
　前記ピストン部材の変位方向を規定するガイド機構が設けられている請求項１乃至４の
何れか１項に記載の防振装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、自動車のエンジンマウント等として好適に採用され得る防振装置に
係り、特に内部に封入された流体の流動作用に基づく防振効果を利用した流体封入式の防
振装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられる第一の取付部材と、振動
伝達系を構成する他方の部材に取り付けられる第二の取付部材を離隔配置して、それら第
一の取付部材と第二の取付部材を本体ゴム弾性体で相互に連結した構造の防振装置が知ら
れている。例えば、振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられるインナ軸部材の周
りに振動伝達系を構成する他方の部材に取り付けられるアウタ筒部材を離隔配置して、そ
れらインナ軸部材とアウタ筒部材を相互に連結した構造の筒型防振装置が知られている。
【０００３】
　また、防振性能の更なる向上を目的として、防振装置の内部に非圧縮性流体を封入し、
封入流体の流動作用に基づく防振効果を得られるようにした流体封入式防振装置も提案さ
れている。このような流体封入式防振装置としては、例えば、インナ軸部材と、その外周
側に離隔配置される中間スリーブを本体ゴム弾性体で相互に連結すると共に、中間スリー
ブに複数の窓部を設けて、かかる窓部を通じて本体ゴム弾性体に形成された複数のポケッ
ト部を外周側に開口せしめる一方、中間スリーブにアウタ筒部材を外嵌固定せしめて、ポ
ケット部をアウタ筒部材で流体密に覆蓋することにより、非圧縮性流体が封入された複数
の流体室を形成すると共に、それら複数の流体室を相互に連通するオリフィス通路を設け
た構造を有しており、特許文献１（特開２００６－２６６４３８号公報）等に開示されて
いる。
【０００４】
　ところで、流体封入式防振装置では、一般的に、オリフィス通路を通じて流動せしめら
れる流体の流動作用を利用して防振効果が発揮されるようになっていることから、充分な
容積を有する流体室を備えていることが望ましい。一方、インナ軸部材とアウタ筒部材（
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第一の取付部材と第二の取付部材）を相互に連結する本体ゴム弾性体は、繰り返し入力さ
れる振動に対する十分な耐久性や必要とされるばね特性を実現するために、適当なゴムボ
リュームをもって形成されることが必要となる。
【０００５】
　ところが、特許文献１に記載された流体封入式の筒型防振装置のように、インナ軸部材
とアウタ筒部材の径方向間の限定された領域に対して、本体ゴム弾性体を配設すると共に
流体室を形成する構造では、流体室の容積を十分に大きく確保しつつ、本体ゴム弾性体の
ゴムボリュームを十分に確保することが難しい場合もあり、必要とされる防振性能を十分
に満たすことが難しくなったり、要求される耐久性等を実現することが難しくなるおそれ
があった。特に、最近では、防振装置の配設スペースが小さくなっていること等を背景と
して、防振装置自体が小型であることが重要視されつつあり、アウタ筒部材の直径を大き
くしてインナ軸部材とアウタ筒部材の径方向間の領域を大きく確保することも難しくなっ
てきている。
【０００６】
　そこで、本出願人は、先に、特願２００７－７０７５４号において、インナ軸部材とイ
ンナ軸部材の外周側に離隔配置したアウタ筒部材が本体ゴム弾性体で連結されており、振
動伝達系を構成する一方の部材にインナ軸部材が取り付けられると共に、他方の部材にア
ウタ筒部材が取り付けられることによって、かかる振動伝達系を構成する部材間に装着さ
れる防振装置であって、筒状ハウジングの一方の開口部がゴム弾性壁で閉塞されると共に
、筒状ハウジングの他方の開口部が可撓性膜で閉塞されて、それらゴム弾性壁と可撓性膜
の対向面間に非圧縮性流体が封入された流体室が形成されており、かかる流体室内に配設
されて流体室を二分する仕切部材が筒状ハウジングで支持されて、仕切部材を挟んだ一方
の側に壁部の一部が弾性ゴム壁で構成された主液室が形成されていると共に、仕切部材を
挟んだ他方の側に壁部の一部が可撓性膜で構成された副液室が形成されて、それら主液室
と副液室がオリフィス通路で相互に連通せしめられた構造の液封ユニットを備えており、
アウタ筒部材の周上に開口窓が形成されて、かかるアウタ筒部材に対して液封ユニットの
筒状ハウジングが固着されることによって、液封ユニットの弾性ゴム壁がアウタ筒部材の
開口窓を通じてインナ軸部材に当接されるようになっており、インナ軸部材とアウタ筒部
材の間への軸直角方向の振動入力時に液封ユニットの弾性ゴム壁がインナ軸部材で押圧さ
れて弾性変形せしめられることにより、主液室に圧力変動が及ぼされるようにした防振装
置を提案した。
【０００７】
　このような構造とされた防振装置においては、非圧縮性流体が封入された液封ユニット
が別体として形成されて、アウタ筒部材に外付けされるようになっていることから、流体
室の容積を十分に確保しつつ、本体ゴム弾性体のゴムボリュームも十分に確保することが
可能となる。
【０００８】
　しかしながら、上述の如き構造とされた防振装置について、本発明者が更に検討した結
果、ただ単に、液封ユニットの弾性ゴム壁をインナ軸部材で押圧するだけでは、減衰特性
のチューニング自由度を大きく確保することが難しいということが判明した。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２６６４３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ここにおいて、本発明は、上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解
決課題とするところは、減衰特性のチューニング自由度を大きく確保することが出来る、
新規な構造の防振装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
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　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意な組み合わせで採用可能
である。
【００１２】
　本発明は、振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けられる第一の取付部材と、振動
伝達系を構成する他方の部材に取り付けられる第二の取付部材が離隔配置されており、こ
れら第一の取付部材と第二の取付部材が本体ゴム弾性体によって連結された構造の防振装
置において、筒状ハウジングの一方の開口部が弾性ゴム壁で閉塞されると共に、筒状ハウ
ジングの他方の開口部が可撓性膜で閉塞されて、それら弾性ゴム壁と可撓性膜の対向面間
に非圧縮性流体が封入された流体室が形成されており、流体室内に配設されて流体室を二
分する仕切部材が筒状ハウジングで支持されて、仕切部材を挟んだ一方の側に壁部の一部
が弾性ゴム壁で構成された主液室が形成されていると共に、仕切部材を挟んだ他方の側に
壁部の一部が可撓性膜で構成された副液室が形成されて、それら主液室と副液室がオリフ
ィス通路で相互に連通せしめられた構造の液封ユニットを備えており、液封ユニットの筒
状ハウジングが第一の取付部材と第二の取付部材の何れか一方の固定部材に対して固着さ
れている一方、液封ユニットの弾性ゴム壁が第一の取付部材と第二の取付部材の何れか他
方の当接部材に対向位置せしめられていると共に、当接部材と弾性ゴム壁との対向部間に
は、これら当接部材と弾性ゴム壁に対して非接着で別体形成された硬質のピストン部材が
当接部材と弾性ゴム壁の対向方向で当接部材に対して変位可能に配設されており、第一の
取付部材と第二の取付部材の間への振動入力時に液封ユニットの弾性ゴム壁がピストン部
材を介して当接部材に押圧されて弾性変形せしめられることにより主液室に圧力変動が及
ぼされるようになっていることを、特徴とする。
【００１３】
　このような本発明に従う構造とされた防振装置においては、第一の取付部材と第二の取
付部材の間への振動入力時に液封ユニットの弾性ゴム壁がピストン部材を介して当接部材
に押圧されて弾性変形せしめられるようになっていることから、ピストン部材の形状や大
きさ等を変更することにより、第一の取付部材と第二の取付部材の間への振動入力時に弾
性ゴム壁において弾性変形せしめられる領域の大きさを変更することが可能となる。これ
により、主液室に及ぼされる圧力変動の大きさを変更することが可能となる。その結果、
オリフィス通路を流動せしめられる流体の流動作用に基づく減衰特性を変更することが可
能となる。
【００１４】
　従って、本発明に係る防振装置においては、ピストン部材の形状や大きさ等を変更する
という簡単な構造変更によって、オリフィス通路を流動せしめられる流体の流動作用に基
づく減衰特性を変更することが出来る。それ故、本発明に係る防振装置においては、減衰
特性のチューニング自由度を大きく確保することが出来ると共に、要求される防振特性の
変更等にも速やかに対応することが可能となる。
【００１５】
　特に本発明では、防振特性が異なる複数種類の液封ユニットを準備して、それら準備さ
れた複数種類の液封ユニットのうちから要求される性能に応じて選択された液封ユニット
を採用することにより、防振特性の異なる複数種類の防振装置を一部の部品を共用して容
易に実現することも出来るようになっていることから、減衰特性のチューニング自由度を
より大きく確保することが出来る。
【００１６】
　また、本発明においては、ピストン部材が弾性ゴム壁や本体ゴム弾性体とは別体形成さ
れていることから、弾性ゴム壁や本体ゴム弾性体の加硫成形に際して、ピストン部材に対
して加硫接着のための前処理を施したり、弾性ゴム壁や本体ゴム弾性体の成形キャビティ
内の所定位置にピストン部材をセットする必要がなくなることから、弾性ゴム壁や本体ゴ
ム弾性体の成形、延いては、防振装置の製造を容易にすることが可能となる。
【００１７】
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　更にまた、本発明においては、ピストン部材が弾性ゴム壁と別体形成されていることか
ら、振動入力時に弾性ゴム壁に対してピストン部材の拘束力が作用しないようになってい
る。これにより、振動入力時に弾性ゴム壁におけるピストン部材との接触面に応力が集中
することを回避することが可能となる。その結果、弾性ゴム壁に優れた耐久性を与えるこ
とが可能となる。
【００１８】
　なお、本発明において、ピストン部材の当接部材に対する当接は、ピストン部材が当接
部材に対して直接に当接されていても良いし、例えば、当接部材に被着された本体ゴム弾
性体等の他部材を介して間接的に当接されていても良い。
【００１９】
　また、本発明においては、第一の取付部材がインナ軸部材によって構成されている一方
、第二の取付部材がインナ軸部材の外周側に離隔配置されたアウタ筒部材によって構成さ
れており、アウタ筒部材の周上に形成された開口窓に対して液封ユニットの筒状ハウジン
グが嵌着固定されて、液封ユニットの弾性ゴム壁がピストン部材を介してインナ軸部材に
当接されるようになっており、インナ軸部材とアウタ筒部材の間への軸直角方向の振動入
力時に液封ユニットの弾性ゴム壁がピストン部材を介してインナ軸部材で押圧されて弾性
変形せしめられることにより主液室に圧力変動が及ぼされるようになっていても良い。
【００２０】
　さらに、本発明においては、ピストン部材が、平板形状を有するプレート部と、かかる
プレート部の外周縁部に設けられた当接突起を有しており、当接突起が弾性ゴム壁に当接
せしめられるようになっていることが望ましい。これにより、弾性ゴム壁が筒状ハウジン
グの径方向内方に行くに従って筒状ハウジングの軸方向外方に行くようなテーパ部を備え
た形状であっても、弾性ゴム壁の外周縁部（筒状ハウジング側の縁部分）付近、即ち、弾
性ゴム壁の基端部付近に当接突起を押し当てることが可能となる。その結果、弾性ゴム壁
においてピストン部材で押圧されて弾性変形せしめられる領域を大きくすることが可能と
なり、減衰特性のチューニング自由度の更なる向上を図ることが可能となる。
【００２１】
　そこにおいて、上述の如き構造とされたピストン部材を採用する場合、プレート部が金
属プレートで形成されており、当接突起がプレート部に加硫接着されているゴム突起で形
成されていても良い。これにより、弾性ゴム壁において当接突起が当接せしめられる部位
に対して、当接突起が当接せしめられることに起因する損傷が生じ難いようにすることが
可能となる。その結果、弾性ゴム壁の耐久性を向上させることが可能となる。
【００２２】
　また、本発明においては、ピストン部材の変位方向を規定するガイド機構が設けられて
いることが望ましい。これにより、ピストン部材の変位を安定させて、ピストン部材によ
る弾性ゴム壁の押圧方向を安定させることが可能となる。その結果、主液室に所望の圧力
変動を及ぼすことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。
【００２４】
　先ず、図１乃至図３には、本発明に係る防振装置の第一の実施形態としての自動車用エ
ンジンマウント１０が示されている。エンジンマウント１０は、第一の取付部材（インナ
軸部材）としての内筒金具１２と第二の取付部材（アウタ筒部材）としての外筒金具１４
を本体ゴム弾性体１６で連結した構造のマウント本体１８と、マウント本体１８に組み付
けられる液封ユニットとしての液封カセット２０を含んで構成されている。そして、内筒
金具１２が振動伝達系を構成する一方の部材としての図示しないパワーユニットに取り付
けられると共に、外筒金具１４が振動伝達系を構成する他方の部材としての図示しない車
両ボデーに取り付けられて、エンジンマウント１０がそれらパワーユニットと車両ボデー
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の間に介装されることにより、パワーユニットが車両ボデーに対して防振支持されるよう
になっている。なお、以下の説明において、上下方向とは、原則として、図１中の上下方
向を言うものとする。
【００２５】
　より詳細には、内筒金具１２は、鉄やアルミニウム合金等の金属で形成された高剛性の
部材とされており、厚肉小径の略円筒形状を有している。そして、内筒金具１２の中央孔
に図示しない取付ボルトが挿通されて、かかる取付ボルトが防振連結すべき一方の部材で
ある図示しないパワーユニット側の部材に螺着等されることにより、内筒金具１２がパワ
ーユニット側に固定的に取り付けられるようになっている。
【００２６】
　一方、外筒金具１４は、内筒金具１２と同様に鉄やアルミニウム合金等の金属で形成さ
れた高剛性の部材とされており、全体として薄肉大径の略円筒形状を有している。また、
外筒金具１４の周上の一部には、開口窓としての切欠部２２が形成されている。これによ
り、本実施形態における外筒金具１４は周上の一部において周方向で分断されており、略
一定のＣ字断面をもって軸方向に延びる形状とされている。そして、外筒金具１４には、
後述するブラケット１０５が組み付けられるようになっており、ブラケット１０５が防振
連結すべき他方の部材である図示しない車両ボデーに固定されることにより、外筒金具１
４がブラケット１０５を介して車両ボデー側に固定的に取り付けられるようになっている
。
【００２７】
　このような内筒金具１２と外筒金具１４は、内筒金具１２と外筒金具１４が略同一中心
軸線上に配置されて、外筒金具１４が内筒金具１２の外周側を取り囲むようになっている
。そして、それら内筒金具１２と外筒金具１４は、径方向間に配設される本体ゴム弾性体
１６によって相互に連結されている。
【００２８】
　本体ゴム弾性体１６は、内筒金具１２と外筒金具１４の径方向対向面間において、径方
向一方向（図２中、略左右方向）で延びるように設けられている。また、本実施形態にお
ける本体ゴム弾性体１６は、内筒金具１２を径方向一方向で挟んだ両側部分が外周側に行
くに従って次第に周方向に厚肉となっている。そして、本体ゴム弾性体１６の中央部分に
内筒金具１２が加硫接着されると共に、本体ゴム弾性体１６の外周面に外筒金具１４が加
硫接着されることにより、内筒金具１２と外筒金具１４が本体ゴム弾性体１６によって径
方向で相互に連結されている。
【００２９】
　また、本実施形態における本体ゴム弾性体１６において、本体ゴム弾性体１６による内
筒金具１２と外筒金具１４の連結方向（図２中、略左右方向）に対して直交する径方向（
主たる振動入力方向）には、図２中の上方に向かって突出するように弾性当接部２４が一
体形成されていると共に、図２中の下方に向かって弾性ストッパ２６が一体形成されてい
る。
【００３０】
　弾性当接部２４は、略矩形ブロック形状を有するゴム弾性体で形成されており、本実施
形態では、本体ゴム弾性体１６と一体形成されている。また、弾性当接部２４は、外筒金
具１４の周上において切欠部２２が形成された部分に向かって内筒金具１２側から突出せ
しめられており、本実施形態では上下方向に対して僅かに傾斜して突出せしめられている
。なお、本実施形態における弾性当接部２４には、その突出先端面に半球形状を有する多
数の小突起が一体形成されている。
【００３１】
　一方、弾性ストッパ２６は、略矩形ブロック形状を有するゴム弾性体で形成されており
、本実施形態では、本体ゴム弾性体１６と一体形成されている。また、本実施形態におい
て、弾性ストッパ２６は、内筒金具１２と外筒金具１４の対向面間において内筒金具１２
側から外筒金具１４側に向かって突出せしめられており、その突出先端面が外筒金具１４
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の内周面の湾曲に沿って湾曲する円弧状湾曲面とされている。更に、弾性ストッパ２６は
、内筒金具１２側から下方に向かって僅かに傾斜して突出せしめられており、外筒金具１
４に対して所定距離だけ内周側に離隔して位置せしめられている。なお、本実施形態にお
いて、弾性当接部２４と弾性ストッパ２６は、内筒金具１２を挟んで相互に反対側に向か
って突出せしめられている。また、本実施形態における弾性ストッパ２６には、その突出
先端面に半球形状を有する多数の小突起が一体形成されている。
【００３２】
　また、外筒金具１４には、カセット支持金具２８が固着されている。カセット支持金具
２８は、鉄鋼やアルミニウム合金等の金属材で形成されており、嵌着筒部３０と、かかる
嵌着筒部３０の軸方向下端において嵌着筒部３０の径方向で対向する位置に一体的に設け
られた一対の取付脚３２，３２を備えている。一対の取付脚３２，３２には、それぞれ、
他の取付脚３２が位置する側において、上側段差面３４と下側段差面３６が形成されてい
る。また、各取付脚３２において、上側段差面３４よりも上方に位置する部分であって、
且つ、他の取付脚３２が位置する側の面は、嵌着筒部３０の内周面に面一とされており、
嵌着筒部３０の内周面に滑らかに接続されている。更にまた、各取付脚３２において、上
側段差面３４と下側段差面３６の間に位置する部分であって、且つ、他の取付脚３２が位
置する側の面は、後述するピストン部材９４のプレート部９６の外周面に対応した円弧状
湾曲面とされている。また、各取付脚３２の下端部分は、外筒金具１４の外周面に対応し
た円弧状湾曲面とされており、特に本実施形態では、各取付脚３２の下端部分において、
他の取付脚３２が位置する側に、切欠部２２に係止される係止片３７が設けられている。
【００３３】
　このような構造とされたカセット支持金具２８は、各取付脚３２の係止片３７が切欠部
２２に係止されて、各取付脚３２の下端面が外筒金具１４の外周面に重ね合わされて、切
欠部２２を跨ぐようにして外筒金具１４に組み付けられた状態で、各取付脚３２が溶接等
で外筒金具１４に固定されることによって、外筒金具１４に固定されるようになっている
。
【００３４】
　また、このようにカセット支持金具２８が外筒金具１４に固定された状態下において、
カセット支持金具２８の中心軸線上に弾性当接部２４が位置せしめられており、本体ゴム
弾性体１６と一体形成された弾性当接部２４が、外筒金具１４に形成された切欠部２２と
カセット支持金具２８における嵌着筒部３０の中央孔を通じて外部に露出せしめられてい
る。なお、本実施形態では、カセット支持金具２８は、図１にも示されているように、上
下方向に対して所定の角度で僅かに傾斜した状態で外筒金具１４に取り付けられている。
【００３５】
　そして、カセット支持金具２８には、マウント本体１８とは別体で形成された液封カセ
ット２０が取り付られている。液封カセット２０は、図４にも示されているように、筒状
ハウジングとしてのハウジング金具３８を有している。ハウジング金具３８は、高剛性の
金属材で形成されており、薄肉大径の円筒形状を有している。特に本実施形態では、ハウ
ジング金具３８は、軸方向中間部分に段差部４０が形成された段付円筒形状とされており
、かかる段差部４０を挟んで上側が小径部４２とされている一方、下側が大径部４４とさ
れている。
【００３６】
　また、ハウジング金具３８の下側開口部には、弾性ゴム壁４６が取り付けられている。
弾性ゴム壁４６は、全体として有底円筒形状を呈するゴム弾性体であって、底壁部４８と
筒壁部５０を備えている。底壁部４８は、全体として円板形状を呈しており、その径方向
中間部分において軸方向一方の側（弾性ゴム壁４６の開口側）に行くに従って次第に拡径
するテーパ部５２を有しており、テーパ部５２よりも内径側の中央部分のほうがテーパ部
５２よりも外径側の外周部分よりも軸方向下方に位置せしめられている。
【００３７】
　なお、弾性ゴム壁４６は、本体ゴム弾性体１６とは別体として形成されており、本実施
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形態では、それら本体ゴム弾性体１６と弾性ゴム壁４６がそれら各部材に要求される性能
（耐荷重性能や後述する封入流体に対する耐侵食性等）に応じて各別に異なる組成のゴム
材料で形成されている。
【００３８】
　上述の如き構造とされた弾性ゴム壁４６の筒壁部５０には、ハウジング金具３８が加硫
接着されている。特に本実施形態では、弾性ゴム壁４６の筒壁部５０の上端面がハウジン
グ金具３８の段差部４０に重ね合わせられていると共に、弾性ゴム壁４６の筒壁部５０の
外周面がハウジング金具３８の大径部４４の内周面に重ね合わせられた状態で、弾性ゴム
壁４６の筒壁部５０がハウジング金具３８に加硫接着されている。これにより、ハウジン
グ金具３８の下側開口部が弾性ゴム壁４６で流体室に閉塞されている。即ち、本実施形態
において、弾性ゴム壁４６は、ハウジング金具３８を備えた一体加硫成形品とされている
。なお、本実施形態では、弾性ゴム壁４６の筒壁部５０の上端部分は、ハウジング金具３
８の小径部４２の内周面にまで延び出しており、それによって、ハウジング金具３８の小
径部４２の内周面には、弾性ゴム壁４６に一体形成されたシールゴム層５４が、全体に亘
って被着されている。
【００３９】
　また、ハウジング金具３８の上側開口部には、可撓性膜としてのダイヤフラム５６が取
り付けられている。ダイヤフラム５６は、波紋状の充分な弛みをもった薄肉円板形状のゴ
ム膜で形成されており、変形が容易に許容されるようになっている。また、ダイヤフラム
５６の外周縁部には、筒状の固定金具５８が加硫接着されている。これにより、固定金具
５８の中央孔がダイヤフラム５６で流体密に閉塞されている。即ち、本実施形態において
、ダイヤフラム５６は、固定金具５８を備えた一体加硫成形品とされている。
【００４０】
　このようなダイヤフラム５６は、その外周縁部に加硫接着された固定金具５８がハウジ
ング金具３８の上端部に挿し入れられて配置された状態で、ハウジング金具３８に対して
八方絞り等の縮径加工が施されることにより、固定金具５８がハウジング金具３８に対し
て嵌着固定されて、ハウジング金具３８に対して固定的に取り付けられる。
【００４１】
　また、ハウジング金具３８に対するダイヤフラム５６の組付け状態下では、固定金具５
８がシールゴム層５４を介してハウジング金具３８に密着せしめられることにより、ハウ
ジング金具３８の軸方向一方（図４中、下）の開口部が弾性ゴム壁４６で流体密に閉塞さ
れていると共に、他方（図４中、上）の開口部がダイヤフラム５６で流体密に閉塞されて
いる。これにより、ハウジング金具３８の内周側において、弾性ゴム壁４６とダイヤフラ
ム５６の対向面間には、外部から密閉された流体室としての流体封入領域６０が形成され
ている。この流体封入領域６０には、例えば、水やアルキレングリコール，ポリアルキレ
ングリコール，シリコーン油、或いはそれらの混合液等の非圧縮性流体が封入されている
。なお、封入流体は、特に限定されるものではないが、後述するオリフィス通路９２を流
動せしめられる流体の共振作用等に基づく防振効果を有利に得るために、粘度が０．１Ｐ
ａ・ｓ以下の低粘性流体を採用することが望ましい。また、このような流体の封入は、ダ
イヤフラム５６と後述する仕切部材６２のハウジング金具３８への組付けを非圧縮性流体
中で行うことにより、有利に実現することが出来る。
【００４２】
　また、流体封入領域６０には、仕切部材６２が収容配置されている。この仕切部材６２
は、全体として厚肉の円板形状を有しており、仕切部材本体６４を含んで構成されている
。仕切部材本体６４は、厚肉の円板形状を有する高剛性材で形成されており、本実施形態
では硬質の合成樹脂材で形成されている。また、仕切部材本体６４の外周縁部には、周方
向に延びる周溝６６が形成されている。周溝６６は、仕切部材本体６４の外周面に開口し
て周方向で所定の長さに亘って延びている。
【００４３】
　また、仕切部材本体６４の径方向中央部分には、大径凹所６８が形成されている。大径
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凹所６８は、深底の円形凹所であって、仕切部材本体６４の中央部分において上方に向か
って開口するように形成されている。更に、大径凹所６８の底壁面中央には、透孔７０が
形成されている。
【００４４】
　また、仕切部材本体６４には、その上端面に重ね合わされるようにして保持金具７８が
組み付けられている。保持金具７８は、薄肉の略円環板形状を呈しており、金属板にプレ
ス加工を施すこと等により好適に形成される。また、保持金具７８は、径方向中間部分に
おいて段差が設けられた段付き円環板形状とされており、該段差を挟んだ内側が外側に比
して下方に位置せしめられている。また、保持金具７８には、周上の複数箇所に図示しな
い係止孔が形成されており、仕切部材本体６４の上端面に突設された係止爪８０が挿し入
れられて係合せしめられることにより、保持金具７８が仕切部材本体６４に対して重ね合
わされた状態で固定されるようになっている。
【００４５】
　また、大径凹所６８の底面には、可動ゴム膜８２が重ね合わされて配設されている。可
動ゴム膜８２は、ゴム弾性体で形成されて略円板形状を呈している。また、可動ゴム膜８
２の外周縁部には、略一定の円形断面を有する係止部８４が一体形成されており、可動ゴ
ム膜８２の外周縁部が中央部分よりも厚肉とされている。そして、可動ゴム膜８２の外周
部分が大径凹所６８の底面に重ね合わされて、かかる底面と保持金具７８の内周部分の間
で挟み込まれることにより、可動ゴム膜８２が仕切部材本体６４に対して組み付けられて
いる。これにより、可動ゴム膜８２を備えた本実施形態における仕切部材６２が構成され
ている。
【００４６】
　そして、このような構造とされた仕切部材６２は、ハウジング金具３８に挿し入れられ
て、ハウジング金具３８の軸方向中間部分に位置せしめられると共に、ハウジング金具３
８に対して八方絞り等の縮径加工が施されることにより、ハウジング金具３８に対して固
定されている。なお、ダイヤフラム５６に加硫接着された固定金具５８がハウジング金具
３８の上端に設けられたかしめ部７２に下方から当接せしめられると共に、仕切部材６２
が弾性ゴム壁４６の筒壁部５０と固定金具５８の軸方向間で挟み込まれることにより、そ
れら仕切部材６２と固定金具５８が、弾性ゴム壁４６の筒壁部５０とかしめ部７２の軸方
向間で位置決め固定されている。
【００４７】
　また、仕切部材６２とハウジング金具３８の小径部４２の間には、シールゴム層５４が
介在せしめられており、仕切部材６２の外周面がハウジング金具３８の小径部４２の内周
面に対してシールゴム層５４を介して流体密に重ね合わされている。これにより、ハウジ
ング金具３８の内周側において弾性ゴム壁４６とダイヤフラム５６の間に形成された流体
封入領域６０が、仕切部材６２で上下に二分されており、仕切部材６２を挟んだ一方の側
（図２中、下側）には、壁部の一部が弾性ゴム壁４６で構成されて、振動入力時に圧力変
動が生ぜしめられる主液室としての受圧室８８が形成されていると共に、仕切部材６２を
挟んだ一方の側（図２中、上側）には、壁部の一部がダイヤフラム５６で構成されて、容
積変化が容易に許容される副液室としての平衡室９０が形成されている。
【００４８】
　また、仕切部材６２の外周面がハウジング金具３８の内周面に対して流体密に重ね合わ
されていることにより、仕切部材６２の外周面に開口するように設けられた周溝６６の開
口部がハウジング金具３８によって流体密に覆蓋されている。これにより、周溝６６を利
用して周方向に延びるトンネル状の流路が形成されている。更に、該トンネル状の流路は
、その一方の端部が図示しない連通孔を通じて受圧室８８に連通せしめられていると共に
、他方の端部が図示しない連通孔を通じて平衡室９０に連通せしめられている。これによ
り、周方向に所定の長さで延びて、受圧室８８と平衡室９０を相互に連通するオリフィス
通路９２が形成されている。
【００４９】
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　そこにおいて、本実施形態では、オリフィス通路９２が１０Ｈｚ程度の低周波数域にチ
ューニングされて、エンジンシェイク等の低周波大振幅振動に対して有効な防振効果が発
揮されるようになっている。なお、オリフィス通路９２のチューニング周波数は、通路長
と通路断面積の比を調節すること等により設定することが出来る。また、オリフィス通路
９２のチューニング周波数域よりも高周波数域では、オリフィス通路９２の流通抵抗が著
しく大きくなって、オリフィス通路９２が実質的に閉塞するが、その場合には、可動ゴム
膜８２の弾性変形に基づいて受圧室８８の圧力変化が吸収されることから、著しい高動ば
ね化が回避されて、高周波数域の振動に対しても良好なる防振効果が発揮され得るように
なっている。
【００５０】
　このような構造とされた液封カセット２０は、マウント本体１８を構成する外筒金具１
４に固定されたカセット支持金具２８に取り付けられることにより、外筒金具１４、延い
てはマウント本体１８に組み付けられる。より詳細には、液封カセット２０のハウジング
金具３８がカセット支持金具２８に圧入固定されることにより、液封カセット２０がカセ
ット支持金具２８に嵌着されて、外筒金具１４に固定されている。なお、このことから明
らかなように、本実施形態では、外筒金具１４によって固定部材が構成されている。
【００５１】
　ここにおいて、液封カセット２０のマウント本体１８への装着状態下では、弾性ゴム壁
４６の底壁部４８が外筒金具１４に形成された切欠部２２を通じて、内筒金具１２から突
出せしめられた弾性当接部２４に対して対向位置せしめられている。換言すれば、弾性ゴ
ム壁４６は、弾性当接部２４を挟んで、当接部材としての内筒金具１２に対向位置せしめ
られているのである。
【００５２】
　また、弾性ゴム壁４６の底壁部４８と弾性当接部２４の間には、ピストン部材９４が配
設されている。そこにおいて、ピストン部材９４は、弾性ゴム壁４６や弾性当接部２４と
は非接着で別体形成されている。このピストン部材９４は、鉄鋼やアルミニウム合金，硬
質の合成樹脂等の剛性材によって形成されており、本実施形態では、図５及び図６に示さ
れているように、円板形状を呈するプレート部９６を備えていると共に、かかるプレート
部９６の中央部分において、厚さ方向他方の側（下面側）に突出する円形ブロック状の作
用突起９８が一体形成されている。特に本実施形態では、ピストン部材９４のプレート部
９６の外径寸法は、弾性ゴム壁４６の底壁部４８の中央部分（テーパ部５２よりも径方向
内側に位置する部分）の外径寸法よりも大きくされている。また、本実施形態では、プレ
ート部９６に対して、その下端面（作用突起９８が突設されているほうの面）の外周縁部
と外周面を被覆する被覆ゴム１００が設けられている。そして、この被覆ゴム１００によ
って、プレート部９６の外周縁部のエッジ部分が覆われている。
【００５３】
　このような構造とされたピストン部材９４は、カセット支持金具２８の一対の取付脚３
２，３２にそれぞれ設けられた下側段差面３６に、被覆ゴム１００を介した状態で、プレ
ート部９６が重ね合わされて、作用突起９８がカセット支持金具２８の一対の取付脚３２
，３２の間から下方に突出するようにして、カセット支持金具２８に組み付けられている
。即ち、ピストン部材９４は、内筒金具１２に対して相対変位可能とされているのである
。
【００５４】
　また、本実施形態では、ピストン部材９４のプレート部９６の外周縁部において、径方
向一方向で対向位置せしめられるように、一対の位置決め切欠１０２が形成されていると
共に、カセット支持金具２８の一対の取付脚３２，３２にそれぞれ形成された下段段差面
３６，３６において、軸直角方向で対向位置せしめられるように、一対の位置決め突起１
０４，１０４が形成されている。そして、上述の如くピストン部材９４がカセット支持金
具２８に組み付けられた状態で、ピストン部材９４の位置決め切欠１０２，１０２内に、
カセット支持金具２８の位置決め突起１０４，１０４が位置せしめられている。これによ
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り、ピストン部材９４がカセット支持金具２８に対して周方向で位置決めされている。
【００５５】
　また、本実施形態では、位置決め突起１０４，１０４の高さ寸法は、ピストン部材９４
の変位距離よりも大きくされている。その結果、位置決め突起１０４，１０４と位置決め
切欠１０２，１０２のガイド作用によるピストン部材９４の軸方向への安定した変位が実
現され得るようになっている。即ち、本実施形態では、位置決め突起１０４，１０４と位
置決め切欠１０２，１０２によって、ピストン部材９４の変位方向を規定するガイド機構
が構成されているのである。
【００５６】
　更にまた、上述の如くピストン部材９４がカセット支持金具２８に組み付けられた状態
で、ピストン部材９４のプレート部９６の上面には、弾性ゴム壁４６の底壁部４８の中央
部分が非接着で当接せしめられている。特に本実施形態では、底壁部４８の中央部分が軸
方向上方に僅かに変位せしめられた状態、即ち、底壁部４８が軸方向上方に僅かに弾性変
形せしめられた状態で、ピストン部材９４のプレート部９６が弾性ゴム壁４６の底壁部４
８の中央部分に当接せしめられている。換言すれば、本実施形態において、弾性ゴム壁４
６は、予圧縮状態でピストン部材９４に当接せしめられている。
【００５７】
　そして、このように弾性ゴム壁４６が予圧縮状態でピストン部材９４に当接せしめられ
ていることにより、弾性ゴム壁４６の弾性力（元の形状に戻ろうとする力）がピストン部
材９４に及ぼされて、ピストン部材９４のプレート部９６の外周縁部が下側段差面３６に
押し付けられている。即ち、本実施形態では、ピストン部材９４に対して、プレート部９
６がカセット支持金具２８の一対の取付脚３２，３２における下側段差面３６に重ね合わ
された初期位置に戻る復帰力が、常時、及ぼされるようになっているのである。その結果
、ピストン部材９４の作動状態の安定化と不必要ながたつきの防止が図られている。
【００５８】
　また、上述の如くピストン部材９４がカセット支持金具２８に組み付けられた状態で、
作用突起９８と弾性当接部２４との間には、僅かな隙間が形成されている。即ち、ピスト
ン部材９４と弾性当接部２４は非接着とされているのである。
【００５９】
　また、外筒金具１４には、ブラケット１０５が取り付けられている。このブラケット１
０５は、鉄やアルミニウム合金等の金属材や繊維補強された硬質の合成樹脂材等で形成さ
れた高剛性の部材であって、外筒金具１４に固着されるアウタ固着部１０６と、防振連結
すべき他方の部材に取り付けられる取付部１０８を有している。
【００６０】
　より詳細には、アウタ固着部１０６は、一対の挟持板１１０，１１０を備えている。一
対の挟持板１１０，１１０は、相互に平行に広がるように対向して配置されており、ブラ
ケット１０５の外筒金具１４への装着状態下において、外筒金具１４を軸方向両側から挟
み込むように対向位置せしめられている。更に、挟持板１１０は、基端部１１２と一対の
突出挟持部１１４，１１４を有している。基端部１１２は、略平板形状であって、ブラケ
ット１０５の外筒金具１４への装着状態下において、外筒金具１４の軸方向に対して直交
する方向で広がっている。また、基端部１１２には、一対の突出挟持部１１４，１１４が
一体形成されている。一対の突出挟持部１１４，１１４は、基端部１１２の幅方向（図１
中、左右）両端部から上方に向かって突出するように形成されており、基端部１１２と同
一の平面上で広がる板状とされている。また、突出挟持部１１４は、外筒金具１４の周方
向での湾曲に応じて上下方向で湾曲しており、突出方向において一対の突出挟持部１１４
，１１４の離隔距離が変化している。
【００６１】
　また、一対の挟持板１１０，１１０の対向面間には、一対の支持板１１６，１１６が設
けられている。支持板１１６は、挟持板１１０と直交して、図２中の上下方向に広がる略
矩形平板形状を有しており、一対の挟持板１１０，１１０の基端部１１２，１１２間に設
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けられて、それら基端部１１２，１１２を相互に連結せしめている。また、本実施形態で
は、一対の支持板１１６，１１６が図２中の左右方向で所定距離を隔てて対向位置せしめ
られている。これにより、一対の挟持板１１０，１１０が一対の支持板１１６，１１６に
よって相互に連結されて、本実施形態におけるアウタ固着部１０６が形成されている。
【００６２】
　また、一対の挟持板１１０，１１０と支持板１１６，１１６で構成されたアウタ固着部
１０６には、取付部１０８が固着されている。取付部１０８は、逆向きの略有底円筒形状
を有するベース部１１８と、ベース部１１８の周上の複数箇所に固着された取付脚部１２
０を備えている。そして、ベース部１１８の上底壁部に対してアウタ固着部１０６の下端
面が溶接等の手段によって接着されることにより、本実施形態におけるブラケット１０５
が構成されている。
【００６３】
　そして、ブラケット１０５には、外筒金具１４が固定的に嵌め付けられる。即ち、一対
の挟持板１１０，１１０の対向面間に外筒金具１４が嵌め入れられると共に、外筒金具１
４が一対の支持板１１６，１１６に対して上方から載置される。そして、溶接等の手段に
よって外筒金具１４をブラケット１０５に対して固着せしめることにより、外筒金具１４
にブラケット１０５が固定されている。
【００６４】
　また、ブラケット１０５の取付脚部１２０が図示しない固定ボルト等を用いて図示しな
い車両ボデー等の防振連結すべき他方の部材に取り付けられるようになっており、外筒金
具１４がブラケット１０５を介して車両ボデー側に取り付けられるようになっている。
【００６５】
　ここにおいて、内筒金具１２と外筒金具１４の間に振動が入力されると、内筒金具１２
と外筒金具１４が軸直角方向で相対変位せしめられる。これにより、内筒金具１２に対し
て径方向外方に突出するように設けられた弾性当接部２４がピストン部材９４を弾性ゴム
壁４６の弾性力に逆らって押し上げるようになっている。その結果、ピストン部材９４の
プレート部９６に当接せしめられている弾性ゴム壁４６の底壁部４８がハウジング金具３
８に対して相対的に変位せしめられて、受圧室８８に内圧変動が生ぜしめられるようにな
っている。
【００６６】
　そして、受圧室８８と平衡室９０の間での相対的な圧力変動によってオリフィス通路９
２を通じて両室８８，９０間で流体流動が生ぜしめられて、オリフィス通路９２を通じて
流動せしめられる流体の流動作用に基づく防振効果が発揮されるようになっている。
【００６７】
　すなわち、自動車の走行状態下において主に問題となるエンジンシェイク等の低周波数
域の振動が内筒金具１２と外筒金具１４の間に入力されると、低周波数域にチューニング
されたオリフィス通路９２を通じて受圧室８８と平衡室９０の間で流体流動が生ぜしめら
れて、流体の共振作用等の流動作用に基づく高減衰効果等の防振効果が有効に発揮される
ようになっている。
【００６８】
　また、本実施形態のエンジンマウント１０では、主たる振動入力方向であるハウジング
金具３８の軸方向で衝撃的な振動荷重が入力されて、内筒金具１２が外筒金具１４に対し
て図２中の略下方に向かって大きく相対変位せしめられると、内筒金具１２側から下方に
向かって突出する弾性ストッパ２６が外筒金具１４に当接せしめられる。これによって、
内筒金具１２と外筒金具１４の相対変位が緩衝的に制限されて、本体ゴム弾性体１６の過
大な弾性変形が防がれるようになっており、本体ゴム弾性体１６の耐久性向上が有利に図
られている。特に本実施形態では、弾性ストッパ２６の突出先端面に多数の小突起が形成
されている。それ故、弾性ストッパ２６と外筒金具１４の当接が緩衝的に実現されて、そ
れら弾性ストッパ２６と外筒金具１４の当接による乗り心地の悪化が低減乃至は回避され
るようになっている。
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【００６９】
　さらに、本実施形態のエンジンマウント１０では、ピストン部材９４と弾性当接部２４
の間に隙間が形成されている。それ故、主たる振動入力方向であるハウジング金具３８の
軸方向で衝撃的な振動荷重が入力されて、内筒金具１２が外筒金具１４に対して図２中の
略下方に向かって大きく相対変位せしめられると、ピストン部材９４と弾性当接部２４が
離隔せしめられるようになっている。これにより、受圧室８８内の圧力が著しく低下する
のを防いで、キャビテーションと解される気泡が原因であると考えられる異音や振動の発
生を効果的に防ぐことが出来る。
【００７０】
　このような本実施形態の自動車用エンジンマウント１０においては、弾性ゴム壁４６が
ピストン部材９４を介して内筒金具１２に押圧せしめられるようになっていることから、
ピストン部材９４において弾性ゴム壁４６に当接せしめられている部分、即ち、ピストン
部材９４のプレート部９６の形状や大きさ等を変更することにより、弾性ゴム壁４６にお
いて弾性変形せしめられる領域を変更することが可能となる。これにより、受圧室８８に
及ぼされる圧力変動の大きさを変更することが可能となる。その結果、オリフィス通路９
２を流動せしめられる流体の流動作用に基づく減衰特性を変更することが可能となる。
【００７１】
　従って、本実施形態のエンジンマウント１０においては、減衰特性のチューニング自由
度を大きく確保することが可能となるのである。
【００７２】
　特に、本実施形態のエンジンマウント１０においては、液封カセット２０がマウント本
体１８と別体形成されていることから、防振特性が異なるように設定された複数種類の液
封カセット２０を用意しておき、これら複数種類の液封カセット２０のうちから要求され
る防振特性に応じた液封カセット２０を採用することにより、減衰特性のチューニング自
由度を一層大きく確保することが可能となる。
【００７３】
　また、本実施形態のエンジンマウント１０においては、ピストン部材９４が弾性ゴム壁
４６や本体ゴム弾性体１６とは別体形成されていることから、弾性ゴム壁４６や本体ゴム
弾性体１６の製造、延いては、エンジンマウント１０の製造が容易になる。即ち、弾性ゴ
ム壁４６や本体ゴム弾性体１６の加硫成形に際して、ピストン部材９４に加硫成形前に行
う前処理を施したり、ピストン部材９４を成形キャビティ内の所定位置にセットしたりす
る必要がなくなるから、弾性ゴム壁４６や本体ゴム弾性体１６の製造、延いては、エンジ
ンマウント１０の製造が容易になるのである。
【００７４】
　更にまた、本実施形態のエンジンマウント１０においては、ピストン部材９４が弾性ゴ
ム壁４６に対して非接着で別体形成されていることから、振動入力時における弾性ゴム壁
４６の弾性変形の際に、弾性ゴム壁４６に対してピストン部材９４の拘束力が作用しない
ようになっており、その結果、弾性ゴム壁４６の耐久性を高めることが可能となる。
【００７５】
　また、本実施形態のエンジンマウント１０においては、液封カセット２０がマウント本
体１８とは別体で設けられており、振動入力による内筒金具１２と外筒金具１４の相対的
な変位に伴って、液封カセット２０内で流体の流動が生ぜしめられるようになっている。
それによって、本体ゴム弾性体１６と流体封入領域６０を分離させることが可能となり、
本体ゴム弾性体１６のサイズや形状の設計自由度を確保して、本体ゴム弾性体１６に要求
される耐久性やばね特性を有利に実現しつつ、流体封入領域６０の容積を大きく確保して
、流体の流動作用に基づいて発揮される防振効果を有効に得ることが可能となる。
【００７６】
　さらに、本体ゴム弾性体１６と一体形成された弾性ストッパ２６のゴムボリュームも、
流体封入領域６０の容積に関らず、充分に確保することが出来る。それ故、弾性ストッパ
２６の耐久性を有利に確保することが出来て、ストッパ効果を安定して発揮せしめること
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が出来る。従って、本体ゴム弾性体１６の耐久性向上を図ることが出来る。
【００７７】
　しかも、内筒金具１２と外筒金具１４の径方向間の領域を大きく確保することなく、別
体の液封カセット２０をマウント本体１８に組み付けることにより、本体ゴム弾性体１６
のゴムボリュームや流体封入領域６０の容積の確保を実現している。それ故、外筒金具１
４の直径を大きくすることなく、高い設計自由度を実現することが可能となる。
【００７８】
　また、本体ゴム弾性体１６と弾性ゴム壁４６が別部材として形成されていることにより
、本体ゴム弾性体１６を形成するゴム材料の組成と、弾性ゴム壁４６を形成するゴム材料
の組成を異ならせることが出来る。それ故、本体ゴム弾性体１６に要求される耐荷重性能
や減衰性能等の特性と、弾性ゴム壁４６に要求される封入流体に対する耐液性能や流体の
シール性能等の特性を、両立してそれぞれ高度に実現することが出来る。
【００７９】
　更にまた、本実施形態のエンジンマウント１０においては、ピストン部材９４の変位方
向が、ピストン部材９４のプレート部９６の外周縁部に形成された一対の位置決め切欠１
０２，１０２と、カセット支持金具２８に設けられた一対の位置決め突起１０４，１０４
とのガイド作用によって、カセット支持金具２８の軸方向に略一致するようにされている
ことから、ピストン部材９４の変位方向を安定させて、弾性ゴム壁４６に押圧力が作用す
る方向を安定させることが可能となる。その結果、受圧室８８に有効な圧力変動を安定し
て生ぜしめることが可能となる。
【００８０】
　因みに、本実施形態のエンジンマウント１０に採用されていた液封カセット２０に対し
て、厚肉円板状のピストン部材を、同一中心軸線上で重ね合わせて、加振力を加えた場合
の動的ばね定数と減衰係数を測定した。その際、加振力は、振幅が±０．１ｍｍの場合と
±０．５ｍｍの場合について測定した。また、弾性ゴム壁４６の自由長は、６９．２ｍｍ
である。更にまた、ピストン部材は、外径寸法が２５ｍｍと５０ｍｍと６５ｍｍの場合に
ついて測定した。なお、弾性ゴム壁４６の底壁部４８の中央部分の外径寸法は２０ｍｍと
されており、ピストン部材によって、弾性ゴム壁４６の底壁部４８の中央部分の全体が軸
方向に変位されるようにした。更に、動的ばね定数は、周波数が１５Ｈｚの場合と３０Ｈ
ｚの場合について測定した。その結果を表１に示す。また、振幅が±０．１ｍｍの加振力
で周波数スイープ加振をし、動的ばね定数と減衰係数の周波数特性を測定した。その際、
ピストン部材は、外径寸法が４０ｍｍと５０ｍｍの場合について測定した。その結果を、
図７に示す。
【００８１】
【表１】

【００８２】
　表１及び図７から明らかなように、ピストン部材の外径寸法が大きい程、減衰係数と動
的ばね定数が大きくなることが確認された。
【００８３】
　続いて、本発明に係る防振装置の第二の実施形態としてのエンジンマウント１２２につ
いて、図８に基づいて説明する。なお、以下の説明において、第一の実施形態と同様な構
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造とされた部材及び部位については、図中に、第一の実施形態と同一の符号を付すことに
より、それらの詳細な説明を省略する。
【００８４】
　本実施形態のエンジンマウント１２２は、第一の実施形態のエンジンマウント（１０）
に比して、ピストン部材１２４の形状が異なっている。即ち、本実施形態のピストン部材
１２４は、図９及び図１０に示されているように、プレート部９６の上面（作用突起９８
が突設されたほうと反対の面）において外周縁部の近くに全周に亘って略一定の断面形状
で延びる円環状の当接突起１２６が設けられている。特に本実施形態では、かかる当接突
起１２６はプレート部９６に対して一体形成されている。また、本実施形態の当接突起１
２６は、略一定の矩形断面形状で全周に亘って延びるように形成されており、その突出端
面がプレート部９６の上面に対して平行な平坦面とされている。なお、当接突起１２６の
突出端面は、弾性ゴム壁４６への当接時において、弾性ゴム壁４６に応力が集中しないよ
うにして弾性ゴム壁４６の耐久性を向上させるために、弾性ゴム壁４６の表面の形状に対
応した形状や適当な湾曲面形状等であっても良い。また、本実施形態の当接突起１２６は
、各位置決め切欠１０２の内周側に設けられている。
【００８５】
　このような構造とされたピストン部材１２４は、第一実施形態と同様に、作用突起９８
が外方に突出する状態で、カセット支持金具２８に組み付けられている。
【００８６】
　そして、本実施形態でも、上述の如くピストン部材１２４がカセット支持金具２８に組
み付けられた状態で、弾性ゴム壁４６が予圧縮状態とされており、弾性ゴム壁４６の復元
力がピストン部材１２４に及ぼされて、ピストン部材１２４のプレート部９６の外周縁部
がカセット支持金具２８の下側段差面３６，３６に押し付けられている。
【００８７】
　さらに、上述の如くピストン部材１２４がカセット支持金具２８に組み付けられた状態
で、ピストン部材１２４に設けられた当接突起１２６が弾性ゴム壁４６の底壁部４８のテ
ーパ部５２に対して又はテーパ部５２よりも径方向外方に位置する円環板状の外周部分の
内周縁に対して全周に亘って当接せしめられている。換言すれば、ピストン部材１２４に
設けられた当接突起１２６は、弾性ゴム壁４６の底壁部４８において弾性変形可能な領域
の基端部付近に対して全周に亘って当接せしめられているのである。
【００８８】
　また、ピストン部材１２４と弾性当接部２４が非接着とされており、特に本実施形態で
は、ピストン部材１２４がカセット支持金具２８に組み付けられた状態で、作用突起９８
と弾性当接部２４の間に隙間が形成されている。
【００８９】
　このような構造とされたエンジンマウント１２２においては、弾性ゴム壁４６がピスト
ン部材１２４を介して内筒金具１２に押圧されるようになっていることから、第一の実施
形態と同様な効果を得ることが出来る。
【００９０】
　そこにおいて、本実施形態では、ピストン部材１２４の当接突起１２６が弾性ゴム壁４
６の底壁部４８に設けられたテーパ部５２の外側を押圧するようになっていることから、
弾性ゴム壁４６において弾性変形せしめられる領域を大きくすることが可能となる。その
結果、受圧室８８に及ぼされる圧力変動をより大きくすることが可能となり、より大きな
減衰特性を得ることが可能となる。
【００９１】
　因みに、本実施形態のエンジンマウント１２２に採用されている液封カセット２０の弾
性ゴム壁４６に対して、厚肉円板形状を有する本体部分の外周縁部から厚さ方向一方の側
に突出する筒壁状の突起が設けられたピストン部材を、同一中心軸線上で重ね合わせて、
加振力を加えた場合の動的ばね定数と減衰係数を測定した。その際、加振力は、振幅が±
０．１ｍｍの場合と±０．５ｍｍの場合について測定した。また、弾性ゴム壁４６の自由
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長は６９．２ｍｍである。更にまた、ピストン部材は、外径寸法が４０ｍｍと５０ｍｍの
場合について測定した。更に、動的ばね定数は、周波数が１５Ｈｚの場合と３０Ｈｚの場
合について測定した。その結果を表２に示す。また、振幅が±０．１ｍｍの加振力で周波
数スイープ加振をし、動的ばね定数と減衰係数の周波数特性を測定した。その際、ピスト
ン部材は、外径寸法が４０ｍｍと５０ｍｍの場合について測定した。その結果を、図１１
に示す。
【００９２】
【表２】

【００９３】
　表２及び図１１から明らかなように、ピストン部材の外径寸法が大きいほうが、動的ば
ね定数と減衰係数が大きな値をとることが確認できた。
【００９４】
　以上、本発明の幾つかの実施形態について詳述してきたが、これらはあくまでも例示で
あって、本発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解釈
されるものではない。
【００９５】
　例えば、前記第一及び第二の実施形態において、作用突起９８は、必ずしも必要なもの
ではない。また、前記第一及び第二の実施形態において、作用突起９８は、エンジンマウ
ント１０，１２２単体及びエンジンマウント１０，１２２の装着状態下で、弾性当接部２
４から離隔位置せしめられていたが、エンジンマウント１０，１２２単体では、作用突起
９８が弾性当接部２４から離隔位置せしめられているが、エンジンマウント１０，１２２
の装着状態下で、静荷重（パワーユニットの分担支持荷重）によって作用突起９８と弾性
当接部２４が当接せしめられていても良いし、或いは、エンジンマウント１０，１２２の
装着状態下だけでなく、エンジンマウント１０，１２２単体そのものでも、作用突起９８
が弾性当接部２４に当接せしめられていても良く、この場合、弾性当接部２４が作用突起
９８に押圧されていても良い。
【００９６】
　また、前記第一及び第二の実施形態において、位置決め切欠１０２や位置決め突起１０
４は必ずしも必要ではない。更に、前記第一及び第二の実施形態において、位置決め切欠
１０２や位置決め突起１０４は、径方向で対向する位置に一対形成されていたが、三つ以
上形成されていても良いし、一つだけ形成されていても良い。更にまた、前記第一及び第
二の実施形態において、ピストン部材９４，１２４側に位置決め突起が設けられている一
方、カセット支持金具２８側に位置決め切欠が設けられていても良い。
【００９７】
　また、本発明においては、図１２に示されているように、プレート部９６に対して当接
突起としてのゴム突起１２８が加硫接着されたピストン部材１３０を採用することも可能
である。これにより、弾性ゴム壁４６の底壁部４８においてゴム突起１２８が当接せしめ
られる部分の損傷を有利に回避することが可能となる。その結果、弾性ゴム壁４６の耐久
性を有利に確保することが可能となる。なお、理解を容易にするために、図１２では、第
一の実施形態のピストン部材９４と同様な構造とされた部材及び部位については、第一の
実施形態と同一の符号を付してある。
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【００９８】
　さらに、前記第二の実施形態において、当接突起１２６の突出先端面はプレート部９６
の上面に平行な円環状の平坦面とされていたが、上方に凸となる円弧状湾曲面であっても
良い。この場合、弾性ゴム壁４６において当接突起１２６が当接せしめられる部分の損傷
を有利に回避することが可能となり、その結果、弾性ゴム壁４６の耐久性を確保すること
が可能となる。
【００９９】
　また、前記第一及び第二の実施形態では、外筒金具１４の周上の一部に切欠部２２が形
成されており、切欠部２２の形成箇所において、外筒金具１４に液封カセット２０が組み
付けられている。しかし、外筒金具１４の周上に複数の切欠部２２が形成されていても良
く、更に、それら複数の切欠部２２の形成箇所にそれぞれ液封カセット２０が組みつけら
れるようになっていても良い。具体的には、例えば、外筒金具において径方向で対向する
両側にそれぞれ窓状の切欠部が形成されており、それら一対の切欠部を通じて弾性ゴム壁
４６が挿し入れられるように一対の液封カセット２０，２０が組み付けられた構造も採用
することが出来る。このような一対の液封カセット２０，２０を備えた構造によっても、
流体の流動作用に基づく優れた防振効果をより有効に得ることが出来る。
【０１００】
　また、前記第一及び第二の実施形態では、外筒金具１４に形成された切欠部２２が外筒
金具１４の軸方向全長に亘って延びるように形成されて、外筒金具１４が周方向で分断さ
れた略Ｃ字断面を有しているが、例えば、外筒金具１４の軸方向中間部分において周上の
一部で開口する窓状の切欠部を形成して、かかる窓状の切欠部を通じて弾性ゴム壁４６が
内筒金具１２に当接せしめられるようになっていても良い。
【０１０１】
　また、前記第一及び第二の実施形態で示された液封カセット２０のマウント本体１８に
対する組付方法は、あくまでも一例であって、何等限定的に解釈されるものではない。更
に、前記第一及び第二の実施形態では、外筒金具１４が特定構造のブラケット１０５を介
して車両ボデーに組み付けられるようになっていたが、必ずしもブラケット１０５を介し
て車両ボデー側に取り付けられるようになっていなくても良いし、ブラケット１０５の具
体的な構造も何等限定されるものではない。
【０１０２】
　また、前記第一及び第二の実施形態では、内筒金具１２とピストン部材９４，１２４が
弾性当接部２４を介して間接的に当接せしめられているが、内筒金具１２とピストン部材
９４，１２４は直接的に当接せしめられるようになっていても良い。
【０１０３】
　また、前記第一及び第二の実施形態では、液封カセット２０として、受圧室８８と平衡
室９０を相互に連通するオリフィス通路９２を備えた構造が例示されている。しかしなが
ら、液封カセット２０（液封ユニット）の具体的な構造は、特に限定されるものではなく
、例えば、二つ以上のオリフィス通路を備えた構造や、高周波数域の振動入力に対して液
圧吸収作用による防振効果を発揮する可動板等を備えた構造とされていても良い。更に、
例えば、二つのオリフィス通路を備えると共に、空気圧式のアクチュエータや電磁式のア
クチュエータ等の各種アクチュエータを備えており、一方のオリフィス通路の連通状態と
遮断状態をアクチュエータを利用して切換えることにより防振特性を変化させることが出
来る、切換型の液封カセット２０（液封ユニット）を採用することも出来る。
【０１０４】
　また、前記第一及び第二の実施形態では、本発明を自動車用のエンジンマウントに適用
した例が示されているが、本発明は、エンジンマウント以外に用いられる防振装置にも適
用することが可能である。また、本発明は、自動車以外に用いられる防振装置にも適用可
能である。
【０１０５】
　更にまた、前記第一及び第二の実施形態では、本発明を筒型防振装置に適用したものの
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具体例が示されていたが、本発明は、所謂御椀型の防振装置に対しても、勿論適用可能で
ある。具体的には、液封ユニットと別体形成された本体ゴム弾性体における主たる振動入
力方向の一方の端部の中央部分に対して、振動伝達系を構成する一方の部材に取り付けら
れる第一の取付部材が固着されている一方、本体ゴム弾性体の主たる振動入力方向の他方
の端部側に対して、弾性ゴム壁が本体ゴム弾性体における主たる振動入力方向の他方の端
面に対向位置せしめられるように、液封ユニットが配設されていると共に、弾性ゴム壁と
本体ゴム弾性体の対向面間において、これら弾性ゴム壁と本体ゴム弾性体とは別体形成さ
れたピストン部材が配設されており、更に、液封ユニットの筒状ハウジングが本体ゴム弾
性体の外周面に対して固定されて取り付けられることにより振動伝達系を構成する他方の
部材に取り付けられる第二の取付部材が筒状ハウジングを含んで構成されている態様が採
用されることとなる。なお、この場合、ピストン部材には、弾性ゴム壁に当接する突起が
、必要に応じて、設けられるようになっている。
【０１０６】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更，修正
，改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が、
本発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、
言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】本発明の第一の実施形態としての自動車用エンジンマウントを示す正面図。
【図２】図１に示されたエンジンマウントの図３におけるＩＩ－ＩＩ線断面図。
【図３】図１に示されたエンジンマウントの図２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図。
【図４】図１に示されたエンジンマウントを構成する液封カセットを示す縦断面図。
【図５】図１のエンジンマウントに採用されているピストン部材の平面図。
【図６】図５におけるＶＩ－ＶＩ断面図。
【図７】第一の実施形態のピストン部材を採用した効果を示すグラフ。
【図８】本発明の第二の実施形態としてのエンジンマウントを示す縦断面図。
【図９】同エンジンマウントで採用されているピストン部材の平面図。
【図１０】図９におけるＸ－Ｘ断面図。
【図１１】第二の実施形態のピストン部材を採用した効果を示すグラフ。
【図１２】本発明で採用可能なピストン部材の他の態様を説明するための縦断面図。
【符号の説明】
【０１０８】
１０：自動車用エンジンマウント，１２：内筒金具，１４：外筒金具，１６：本体ゴム弾
性体，１８：マウント本体，２０：液封カセット，３８：ハウジング金具，４６：弾性ゴ
ム壁，５６：ダイヤフラム，６０：流体封入領域，６２：仕切部材，８８：受圧室，９０
：平衡室，９２：オリフィス通路，９４：ピストン部材
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